
漁船登録申請に係る手数料の改正案

手数料名 細区分
現行の

手数料

R7.4.1以降の

手数料
改定幅

前回の

改正時期

無動力漁船 4,600 5,200 600 h14.4

総トン数20トン未満の動力漁船 6,900 変更なし - h14.4

総トン数20トン以上100トン未満

の動力漁船
7,400 変更なし - h14.4

総トン数100トン以上の動力漁船 7,900 変更なし - h14.4

無動力漁船 2,300 変更なし - h9.4

総トン数20トン未満の動力漁船 3,400 3,700 300 h9.4

総トン数20トン以上100トン未満

の動力漁船
3,700 4,000 300 h9.4

総トン数100トン以上の動力漁船 4,000 4,300 300 h9.4

漁船登録票再交付手数料 - 2,400 2,700 300 h9.4

漁船登録謄本交付手数料 - 440 580 140 h9.4

漁船検認手数料 - 3,600 3,800 200 h9.4

5トン以上20トン未満・全部 37,000 変更なし - h29.4

5トン以上20トン未満・その他 26,000 変更なし - h23.4

3トン以上5トン未満・全部 15,000 変更なし - h23.4

3トン以上5トン未満・その他 9,900 10,400 500 h29.4

3トン未満 9,900 10,000 100 h29.4

5トン未満・実測不要 700 変更なし - h23.4

漁船登録申請手数料

漁船登録変更申請手数料

小型漁船総トン数測度手数料
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